
二
八
九

第
十
一
章　

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査　
　

（
二
九
六
、
二
九
七
）

第
十
一
章　

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査

二
九
六　

委
員
会
が
閉
会
中
も
審
査
又
は
調
査
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

継
続
審
査
要
求
書
又
は
継
続
調
査
要
求
書
を
議
長
に
提
出
す
る

委
員
会
が
閉
会
中
も
な
お
特
定
の
案
件
の
審
査
又
は
調
査
を
継
続
す
る
に
は
、
理
由
を
付
し
た
文
書
で
議
長
に
要
求
し
、

議
院
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
の
継
続
審
査
要
求
書
又
は
継
続
調
査
要
求
書
の
作
成
は
、
委
員
会
の
議
決
に
よ
り
こ
れ
を
委
員
長
に
一
任
す

る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
予
備
審
査
の
た
め
送
付
さ
れ
た
議
案
の
継
続
審
査
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
継
続
審
査
を
行
う
こ
と
に
決
定
し
た
も
の
に
限
る
。

二
九
七　

継
続
審
査
案
件
を
閉
会
中
に
採
決
し
た
例

継
続
審
査
し
た
議
案
及
び
懲
罰
事
犯
の
件
は
、
後
会
に
継
続
す
る
定
め
で
あ
る
が
、
閉
会
中
に
委
員
会
の
審
査
を
終

国
第
四
七
条

規
第
五
三
条

｢

国
第
五
四
条 

の
四
」　
　

｢

規
第
八
〇
条 

の
八
」　
　

国
第
四
七
条

　
第
六
八
条



二
九
〇

わ
っ
た
と
き
は
、
委
員
長
か
ら
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
、
議
長
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
議
院
の
会
議
に
付
す

る
。

閉
会
中
に
委
員
会
の
審
査
が
終
わ
っ
た
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
九
回
国
会
閉
会
後
の
厚
生
委
員
会
（
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日
）
に
お
い
て
、
医
師
法
、
歯
科
医
師
法

及
び
薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
修
正
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長

に
提
出
し
た
。

な
お
、
同
案
は
、
第
二
十
回
国
会
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
二
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど
お
り

修
正
議
決
さ
れ
た
。

第
十
九
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
二
十
九
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
二
十
七
年
度
一
般

会
計
歳
入
歳
出
決
算
外
二
件
に
つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
三
件
は
、
第
二
十
回
国
会
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
一
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど
お

り
議
決
さ
れ
た
。

第
七
十
七
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
昭
和
五
十
一
年
七
月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
四
十
八
年
度
一
般

会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
2
）
外
十
二
件
に
つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報

告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。



二
九
一

第
十
一
章　

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査　
　

（
二
九
七
）

な
お
、
右
十
三
件
は
、
第
七
十
八
回
国
会
昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
九
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報

告
ど
お
り
議
決
さ
れ
た
。

第
百
八
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
昭
和
六
十
二
年
七
月
三
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
五
十
九
年
度
決
算
外
二
件

に
つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
三
件
は
、
第
百
九
回
国
会
昭
和
六
十
二
年
七
月
六
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど
お
り

議
決
さ
れ
た
。

第
百
十
二
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
七
日
）
に
お
い
て
、
昭
和
六
十
年
度
決
算
外

二
件
に
つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
三
件
は
、
第
百
十
三
回
国
会
昭
和
六
十
三
年
七
月
十
九
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど

お
り
議
決
さ
れ
た
。

第
百
三
十
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
平
成
六
年
九
月
十
六
日
）
に
お
い
て
、
平
成
三
年
度
決
算
外
二
件
に
つ

き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
三
件
は
、
第
百
三
十
一
回
国
会
平
成
六
年
十
月
四
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど
お
り

議
決
さ
れ
た
。

第
百
三
十
九
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
平
成
九
年
一
月
十
六
日
）
に
お
い
て
、
平
成
六
年
度
決
算
外
二
件
に



二
九
二

つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
三
件
は
、
第
百
四
十
回
国
会
平
成
九
年
一
月
二
十
四
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど
お

り
議
決
さ
れ
た
。

第
百
四
十
一
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
平
成
九
年
十
二
月
十
七
日
）
に
お
い
て
、
平
成
七
年
度
決
算
外
二
件

に
つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
三
件
は
、
第
百
四
十
二
回
国
会
平
成
十
年
一
月
十
四
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど
お

り
議
決
さ
れ
た
。

第
百
四
十
五
回
国
会
閉
会
後
の
決
算
委
員
会
（
平
成
十
一
年
十
月
二
十
七
日
）
に
お
い
て
、
平
成
八
年
度
決
算
外
二

件
及
び
平
成
九
年
度
決
算
外
二
件
に
つ
き
議
決
し
、
同
日
審
査
報
告
書
を
議
長
に
提
出
し
た
。

な
お
、
右
六
件
は
、
第
百
四
十
六
回
国
会
平
成
十
一
年
十
一
月
十
日
の
議
院
の
会
議
に
お
い
て
、
委
員
長
報
告
ど

お
り
議
決
さ
れ
た
。

参
照　

二
八
四
号



二
九
三

第
十
一
章　

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査　
　

（
二
九
八
、
二
九
九
）

二
九
八　

継
続
審
査
案
件
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
引
き
続
き
審
査
す
る

常
任
委
員
会
に
お
い
て
閉
会
中
に
審
査
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
継
続
審
査
議
案
及
び
懲
罰
事
犯
の
件
は
、
次
の
国
会
に
お

い
て
何
ら
の
手
続
を
経
ず
に
引
き
続
き
審
査
す
る
。

特
別
委
員
会
に
お
い
て
閉
会
中
に
審
査
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
継
続
審
査
議
案
は
、
次
の
国
会
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
特

別
委
員
会
又
は
常
任
委
員
会
に
改
め
て
付
託
さ
れ
た
後
、
こ
れ
を
審
査
す
る
。

参
照　

八
一
号

二
九
九　

通
常
選
挙
が
行
わ
れ
る
閉
会
中
に
は
、
議
案
の
継
続
審
査
は
行
わ
な

い
の
を
例
と
す
る

第
四
十
回
国
会
以
後
、
通
常
選
挙
が
行
わ
れ
る
閉
会
中
に
は
、
議
案
の
継
続
審
査
は
行
わ
な
い
の
を
例
と
す
る
。
た
だ

し
、
第
六
十
五
回
国
会
閉
会
中
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
地
方
行
政
委
員
会
は
そ
の
審

査
を
継
続
し
た
。

参
照　

三
〇
〇
号

国
第
六
八
条



二
九
四

三
〇
〇　

衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
閉
会
中
に
は
、
議
案
の
継
続
審
査
は
行
わ
な

い

衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
閉
会
中
に
は
、
議
案
の
継
続
審
査
は
行
わ
な
い
。

な
お
、
閉
会
中
に
衆
議
院
議
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
以
後
、
継
続
審
査
中
の
議
案
の
審
査
は
行
わ
ず
、
当
該

議
案
は
次
の
国
会
に
継
続
し
な
い
。

○
衆
議
院
解
散
の
場
合
に
お
け
る
継
続
審
査
及
び
継
続
調
査
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
決
定

第
三
十
五
回
国
会
閉
会
後
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
昭
和
三
十
五
年
十
月
十
五
日
）

一　

国
会
の
議
決
を
要
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
継
続
審
査
の
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二　

調
査
事
件
に
つ
い
て
は
、
継
続
調
査
の
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
七
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
日
）

決
算
委
員
会
は
、
衆
議
院
の
解
散
に
よ
る
閉
会
中
、
決
算
の
継
続
審
査
の
要
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
閉
会
中
に
衆
議
院
議
員
の
任
期
が
満
了
し
た
場
合
の
継
続
審
査
中
の
議
案
の
取
扱
い
に
関
す
る
議
院

運
営
委
員
会
理
事
会
決
定

第
七
十
八
回
国
会
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
二
日
）

（
憲
第
五
四
条
）



二
九
五

第
十
一
章　

継
続
審
査
及
び
継
続
調
査　
　

（
三
〇
〇
）

閉
会
中
に
衆
議
院
議
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
以
後
、
継
続
審
査
中
の
議
案
の
審
査
は
行
わ
ず
、
当
該
議
案
は

次
の
国
会
に
継
続
し
な
い
。

参
照　

二
九
九
号




